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 １ 開会 

 

 ２ 議事 

   「これからの地域コミュニティづくりにおける都立学校の在り方」に

ついて 

  （１）審議事項 

     今後の都立学校公開講座の展開の考え方 
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１ 開会

２ 議事
（１）審議事項

今後の都立学校公開講座の展開の考え方

（２）起草委員会の設置について

３ 今後の予定

第１５回全体会 次第
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今後の都立学校公開講座の展開の考え方
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第12期生涯審 学校開放のパターン化（都立高校の場合）の例

①学校施設開放 ①学校施設開放

②高校の
教育機能開放

①学校施設開放

④区市町村、知事
部局への施設開放

①学校施設開放

③NPOと連携

①学校施設開放

⑤教育人材の活用
（地域還元）

すべての
都立高校での
必須項目

パターンⅠ パターンⅡ パターンⅢ パターンⅣ パターンⅤ

高校が自らの
意思で
選択する

高校の教育意思
が反映される

学校の管理機関である都教育委員会が
社会教育（赤色）の実施主体となる

〈特徴〉

・ＮＰＯ等が高校の教
育活動の「応用」「発
展」を担う活動を展開
してくれる場合に、Ｎ
ＰＯに学校施設を優
先利用させる

・高校はその対価とし
て、キャリア教育や
総合的な探究の時間
の支援を受けること
ができる

〈特徴〉

・地域性や学校施設
開放の利便性等を都

教育委員会が判断し、
区市町村や知事部
局の施策展開等に協
力する形の都立学校
開放

・体育施設だけでは
なく、学習文化施設
も開放対象とする

〈特徴〉

・都立学校公開講座
のリメイク版

・教員を公開講座の
講師とするのではな
く、TEPROサポーター

バンクの登録人材を
はじめとした教育人
材の力を都民の生涯
学習の推進に活用す
る

コーディネーターが重要な役割を担う

〈特徴〉

・これまでの都立学
校公開講座と基本的
に同じ仕組み

・但し、あくまで高校
側の意思で実施する
ことを前提とする
（中等教育学校や
専門高校には一定の

ニーズがあると考え
られる）

〈特徴〉

・従来の学校施
設開放のみを
担う

（公開講座を実
施しない分、学
校の負担は軽減
される）

教育活動発展型 都民の「学び」支援型従 来 型
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・これまでの都立学
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側の意思で実施する
ことを前提とする
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設開放のみを
担う

（公開講座を実
施しない分、学
校の負担は軽減
される）

教育活動発展型 都民の「学び」支援型従 来 型

5



6

パターンⅢ 教育活動発展型 今後の事業展開

１．校内居場所カフェの魅力運営（第14回で審議済）

２．総合学科の活性化（『都立高校の魅力向上に向けた実行プログラム』）
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〈令和５年度 第12期生涯審の議論をもとに施策化〉

都立世田谷総合高校と王子総合高校で実施

パターンⅢ 教育活動発展型 今後の事業展開
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パターンⅢ 教育活動発展型 今後の事業展開

○ＮＰＯとの連携による「社会人基礎力向上事業」の進捗状況

世田谷総合高校 王子総合高校

～３月 ＮＰＯと次年度の計画について打合せ

４月 フレッシュマンセミナーの企画・実施
（総合学科での学び方を体感する）

ＯＤセミナーの実施
（総合学科での学び方を体感する）

５～７月 総合学科の学校設定科目である
「産業社会と人間」（１年次）への協力と「課題研究」（３年次）のメンターとなる等
キャリア教育を支援

８月 生涯学習課の提案により、次年度から

選択科目として「社会参画」を設定する
ことを学校が決定、そのカリキュラムの
準備を始める。

（学校、ＮＰＯ、生涯学習課の３者で定
期的に打合せ）

進路指導部と連携し、夏季休業中に
「進路探究プログラム」を実施。

また、校長・進路指導部の教員たちと２学
期以降の授業方針を調整。

９月～ 総合学科の学校設定科目である
「産業社会と人間」（１年次）への協力と「課題研究」（３年次）のメンターとなる等
キャリア教育を支援
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パターンⅢ 教育活動発展型 今後の事業展開

○ＮＰＯとの連携による「社会人基礎力向上事業」の現時点での評価

１．当初は、学校の教員たちとの関係性をゆるやかに構築しながら、事業を展開

していく予定であったが、両校とも校長の要請を受け、４月下旬に実施される
「新入生セミナー」の企画を担うことになり、教員側にも大きな戸惑いがあった。

また、ＮＰＯ側にもいきなり大きなハードルが設定され、セミナーの企画ととも
に教員との関係づくりにかなりの労力を割くことになった。

２．学校管理職の受入体制づくりについては、４月当初から進路指導室の中に、
ＮＰＯスタッフの席を設けるなど、積極的に行ってくれている。

３．教員との関係づくりについては、両校それぞれに困難を抱えている。

４．生徒との関係づくりにおいては、進路指導室に定期的に相談にやってくる者
や夏季休業中の進路探究プロジェクトへの参加などを通じて、徐々に深まりを
みせている。

５．学校のカリキュラム編制への関与という点で、学校設定科目「社会参画」を
ＮＰＯ関係者が講師となり、運営していくという方向性が見えたことは、今年度
の大きな収穫であった。
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パターンⅢ 教育活動発展型 今後の事業展開

３．都民提案事業の具現化
東京都は、従来の発想に捉われない新たな視点から都政の喫緊の課題を解決することを目

的として、都民による事業提案制度（都民提案）を実施している。都民からの提案のあった事業
の中から都民提案15件が選定され、都民によるインターネット投票が実施されることとなった。
その15件の中に、都立高校において、下記の事業の提案が出ている。
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パターンⅣ 都民の「学び」支援型～知事部局との施策の連動

１．特別支援学校を活用したインクルーシブな冒険遊び場づくり

地域性や学校施設開放の利便性等を都教育委員会が判断し、区市町村や知事部局の施策
展開等に協力する形の都立学校開放事業として、これまでの第12期東京都生涯学習審議会の
審議内容を踏まえ、生涯学習課が令和５年度施策化したもの。

◆未就学児において「友達」と遊ぶ割合が20年間で⼤幅に減少している
◆異年齢の⼦供や家庭以外の⼤⼈等、多様な相手と遊ぶ機会が多いほど、自尊感情や外向性等の
好影響が⾒られ、⼦供の頃に外遊びの経験が多いほど、自己肯定感が高い⼈が多い傾向にある

背 景

〇⼟⽇及び⻑期休業中の都⽴特別⽀援学校の校庭等を活用し、⼦供たちに「冒険遊び場」を提供
〇参加対象は、都⽴特別⽀援学校に在籍する児童・⽣徒及び地域の子供（主に幼児・小学生）とし、
障害の有無に関わらずともに遊べる「インクルーシブな遊び場」を創出

〇実施に当たっては、遊びに関わる専門家であるプレーリーダーを配置するとともに、⼦供たちの自由な発
想を促すプレーキット（遊び道具）を用意し、⼦供が安心して伸び伸びと遊べる環境をつくる

事業実施の考え方

【令和５年度】 都立鹿本学園及び都立八王子西特別支援学校等で実施（各５回）
参加者：鹿本学園（第１回：113名）、八王子西特支（第１回：239名、第２回：215名）
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パターンⅣ 都民の「学び」支援型～知事部局との施策の連動

子供たちが伸び伸びと遊び、他者との交流を通じて多様な体験ができる環境づくりに向け、多面的に取組を推進

今後のアクション今後のアクション

取組強化の方向取組強化の方向

１．子供の遊び場の創出

○ 子供は「遊び」を通じて、異年齢の子供や家族以外の大人等と関りながら、様々なことに自ら挑戦し、時には失敗も乗り越えながら、多様
な経験を積み重ねることによって、実社会で生きる力を育んでいく

○ 社会の宝であるこどもが、健やかに成長していけるように、区市町村と連携しながら、「遊び」の環境を整備する

子供の笑顔につながる「遊び」の推進子供の笑顔につながる「遊び」の推進 推進チーム構成局︓⼦供政策連携室、都市整備局、建設局、
港湾局、教育庁

「遊び場」づくりに対する補助事業（子供政策連携室)

 「遊び」を政策軸の中心に据えて、子供の意見を反映しなが

ら、「学び」「子供の居場所」「インクルーシブ」「相談場所」と

いった多様な機能も有しながら、プレーパークや、公共空間

や施設等の地域資源を活用した遊び場など、区市町村の遊

び場創出に向けた取組を強力に支援

新 子供の視点を取り入れたまちづくりの推進（都市整備局）

イメージ写真

 品川駅⻄⼝地域や臨海副都心地区などの都市
開発の中で、子供の視点を取り入れたまちづくり
を推進。⼦供の意⾒を取り⼊れるなどして、子供
の遊び場の整備等を検討

だれもが遊べる児童遊具広場の整備（建設局）

※複合遊具は⾞いすで利用可
能

 都⽴公園や区市町村⽴公園にユニバーサルデザ
インに対応した遊具を導⼊し、普及拡⼤

 遊具導⼊のノウハウやインクルーシブな公園づくり
の理念等を共有する情報交換会を区市町村と
連携して実施するなど、だれもが遊べる児童遊具
広場の普及啓発に向けた取組を実施拡

拡

プレーパークや
地域資源を活用した遊び場づくり

こどもの意⾒

学び ⼦供の居場所 インクルーシブ 相談場所

多様な機能も有する遊び場も推進
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パターンⅣ 都民の「学び」支援型～知事部局との施策の連動

今後のアクション今後のアクション
2．子供の「遊び」体験の機会の充実

子供の笑顔につながる「遊び」の推進子供の笑顔につながる「遊び」の推進 推進チーム構成局︓⼦供政策連携室、都市整備局、建設局、
港湾局、教育庁

子供の「遊び」体験イベントの実施（子供政策連携室) 新 都立学校施設に移動式プレーパークを設置（教育庁）

 ⼦供の身近な場所で、多様な遊びを経験できる「遊び」体験イベントを『⼦供
の「遊び」推進プロジェクト』として実施し、子供の「遊び」の魅⼒を発信

 プロジェクトの中で、⼦供の遊び環境をつくる、遊びの専門家であるプレーリー
ダーを育成

【プロジェクトイメージ】

木工
体験

たき火体験泥んこ遊び体験

水遊び
体験

新

プレーバス/プレーカーで遊具を搬⼊ 移動式遊具を活用した「遊び」

 ⼦供たちの日常空間である都⽴学校に、「移動式冒険
遊び場（移動式プレーパーク）」を設置

 幼児から小学生くらいまでの全ての⼦供達が、自分たちの
自由な発想で遊びを考え、楽しむことができるインクルー
シブな遊び場を提供

都民広場でのプレイグランド空間の創出（都市整備局）

 西新宿地区では、「人が憩い、楽しく歩けるまち」を

テーマに、地元まちづくり団体とともに公開空地等を

活用したイベント「FUN MORE TIME SHINJUKU」を開

催

 都民広場において、子供が自由に遊べる芝生空間

を創出するとともに子供向けワークショップを実施

パーク・ストリート東京（都市整備局）

 道路空間等を活⽤し、人が歩いて
楽しむまちを創出する取組において、
子供向けのイベントについて効果的
に情報発信

子供と海の森公園のふれあいの場の創出（港湾局）

 子供レンジャーを募集し（中学生以下・50名程度） 、海
の森公園で昆虫や植物の調査・保全活動等を実施

新

子供の多様な
遊び体験
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パターンⅣ 都民の「学び」支援型

プレーキットを積んだ
プレーカーで出張

インクルーシブな
遊び場を創出

特別⽀援学校の児童・⽣徒
地域の幼児や小学⽣が

ともに遊ぶ

教育庁
地域の冒険遊び場

実施団体

都⽴特別⽀援学校

冒険遊び場とは
プレーリーダーや地域の⼤人が⾒守る中、自然の素材や道具・工具を使いながら、子供が
思いのままに自分たちで遊びを⽣み出せることを目指した手づくりの遊び場
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パターンⅣ 都民の「学び」支援型～知事部局との施策の連動

○冒険遊び場チラシ（⼋王子⻄特別⽀援学校）
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パターンⅣ 都民の「学び」支援型～知事部局との施策の連動

○冒険遊び場チラシ・写真（⿅本学園）
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パターンⅤ 都民の「学び」支援型～ＴＥＰＲＯ等都民人材の活用

◆ TEPRO登録⼈材全体のうち約13％ は「⼟・⽇曜⽇しか活動できない」人材である
◆ これらの⼈材の⼤半は現役社会人であり、ICTや外国語等に精通している方も多い
◆ 都⽴学校の教育機能(⼈材・施設設備)を都⺠に開放する「都⽴学校公開講座」の講師として活用
することで、都⺠の多様な学習ニーズに応えることが可能となる

背 景

◆ 登録人材の専門分野の発掘と講座企画
TEPRO登録⼈材のもつスキルを調査し、都⺠ニーズ及び都政課題に合致する講座を企画

◆ 講師養成のための研修実施
生涯学習課が、TEPRO登録⼈材の内、講師希望者を対象に講師養成のための「事前研修」を実施

◆ TEPRO登録人材が講座を実施し、都⺠の⽣涯学習を⽀援
研修修了者から開講する講座に合致する⼈材を選定し、講師として都⺠へ講座を実施

事業実施の考え方

これらの人材のもつスキルを公開講座に活⽤し、都⺠の⽣涯学習⽀援の充実を図る

TEPRO登録人材活⽤型講座
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パターンⅤ 都民の「学び」支援型～ＴＥＰＲＯ等都民人材の活用

単位︓⼈（延べ）
⼤項目 中項目 小項目 ⼈数 ⼤項目 中項目 小項目 ⼈数

ICT 22 音楽 33
ものづくり 21 書道 8
語学・コミュニケーション 71 美術 11
⾦融 9 スポーツ 17
⼈材育成 42 医療 10
経営管理 26 心理 29
文学 10 福祉 22
地理 5 フラワーアレンジ 10
歴史 20 ⾷と料理 13
経済 9 園芸 9
社会 22
国際関係 14
科学 19
自然と環境 18
生命 11

芸術

実務系

生活・
ライフスタイル 健康

趣味
⼈文

社会

自然

教養

スキル

ビジネス

講座の講師を希望するTEPRO登録サポーターの専門分野

都⺠を対象にした
生涯学習講座を実施

講師希望者向けの
事前研修を実施

TEPRO登録人材がもつ
専門スキルを調査

TEPRO登録人材のスキルと
都⺠ニーズを基に講座を企画

研修修了者から
講師を選定

１

２

３

４

５

都⺠の多様な学習ニーズに応え、⽣涯学習を⽀援

講座実施までの流れ
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